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「誰「誰一人取り残さない」やさしさとぬくもりのある地域社会、まちづくりをめざして、地域の人々とつなが

り、人権を尊重し合える事業を進めています。人権を大切にする気持ち、自分自身を大切にする気持

ち、人々とのつながりを大切にする気持ちを育むために、さまざまな研修や講座、学習支援、相談者に

寄り添った各種相談事業をおこなっていきます。多くの町民の皆さんの、ご支援、ご参加をお願いしま

す。 

一人取り残さない」やさしさとぬくもりのある地域社会、まちづくりをめざして、地域の人々とつながり、人

権を尊重し合える事業を進めています。人権を大切にする気持ち、自分自身を大切にする気持ち、

人々とのつながりを大切にする気持ちを育むために、さまざまな研修や講座、学習支援、相談者に寄り

添った各種相談事業をおこなっていきます。多くの町民の皆さんの、ご支援、ご参加をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

              

三宅町地域人権学習事業「学習支援」のかいほう塾が３月１２日で終了。 

閉講式と３年生の歓送会をあざさ苑で行いました。＝写真。 

生徒１５人、スタッフ８人、仲川延也・式下中学校

長、町教育委員会など、総勢２５人が出席。スタッフを

代表して松島拓海さんと、仲川校長が、それぞれ励ま

しのことばを送りました。 

このあと、１年生５人、２年生６人、３年生４人が輪投げ、ボッチャ、ダーツ

で交流。３年生進行のビンゴゲームを全員で楽しみ、盛り上がりました。 

今年度のかいほう塾は９月開講と期間が短かったですが、ボランティアスタッフは塾を経験したメンバーが

多く、式下中卒業生でもあるため、中学生との信頼関係はすぐに生まれました。クラブ活動や担任の先生の

話、昔の学校の雰囲気や流行などで話題は尽きることなく、毎回、学習と交流の時間があっという間に過ぎ

ていきました。 

また、１１月２０日、三宅町で小中高生の居場所づくりの活動をされている「あそぼう会」との交流も実現で

きました。配膳などを担い、夕食を共にして楽しい時間を過ごすことができました。 

食事のあとは作業室でスタッフと学習をしたり、小学生とカードゲームをしたり、

トランプやボードゲームで遊んだりして交流を深めました。 

三宅町も少子高齢化が進んでいます。塾を卒業した中堅世代がボランティアと

して参加してくれることは、地域の活性化と発展にもつながり、また地域内外を 

問わず、様々な活動を結んでいく要にもなると、期待していきたいと思います。 

NPO 法人なら人権情報センターは、「誰一人取り残さない」やさしさとぬくもりのある地域社会、ま

ちづくりをめざして、地域の人々とつながり、人権を尊重し合える事業を進めています。人権を大切

にする気持ち、自分自身を大切にする気持ち、人々とのつながりを大切にする気持ちを育むため

に、さまざまな研修や講座、学習支援、相談者に寄り添った各種相談事業をおこなっていきます。多

くの町民の皆さんの、ご支援、ご参加をお願いします。 
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悪意あるものだけとは限らない。マイクロアグレッションとは・・ 

第５回三宅町人権学習講座が２月１２日にあざさ苑で行われました。関西大学社会

学部教授の内田龍史さんが「部落差別とマイクロアグレッション」をテーマに話をしまし

た。 

マイクロアグレッションは日常よく行われるような言動、または環境による軽蔑をいい

ます。意図するかしないかに関わらず、敵意・軽蔑、マイナスイメージ、侮蔑を相手に伝えます。 

もう少し詳しく言うと、マイクロアグレッションは３つに分類されます。 

一つ目は従来型の差別で悪意があり、気づきやすく対処がしやすいマイクロアサルト（攻撃）。例えば差

別用語の使用など。二つ目は悪意はなく主観的には褒めている場合もあるマイクロインサルト（侮辱）。例え

ば「女性なのに、リーダーシップがあるね」という発言。これには女性はリーダーシップがないといったメッセ

ージが隠れています。最後に相手の経験や感情を否定し無視・矮小化するマイクロインバリデーション。例

えば「それって気にしすぎじゃない？」「大げさすぎる」といったもので相手

の気持ちを無視しています。 

差別は悪意によるものだけではありません。悪意がなくても生じます。 

差別の原因である「過度な価値観の画一化」と「知らないことへの不安」、

それらを解消するためにも学びと出会いが重要。不利になりやすい立場の

人たちが不利にならない仕組みが人権の実現。すべての人が自分のふるさとを誇れる社会にしようと内田さ

んは締めくくりました。 

                 

 様々な人権に関する相談を受け付けました。 
              今年度の相談件数はのべ３０件でした。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

人権講座 

第５回報告 

人権相談 

 振り返り 

ケース１     配偶者からの暴力 

言葉の暴力に耐え切れず、子どもを連れて実家に戻りました。相手から離婚調

停を起こされ、現在離婚・親権をめぐって調停中。子どもとの面会を求められて

いて連れ去られるのではないかと不安で仕方がない。 

対応：面会場所まで相談者に付き添い不安の解消につとめました。 

ケース２     パワーハラスメント 

生活保護を受給しています。福祉事務所の職員から高圧的な態度や心無い

言葉を投げつけられました。結果、精神的なショックから病院に通う羽目になっ

ています。  

対応：傾聴し、支援が必要なときは連絡くださいと伝えました。 

電話や来所をしてくださった相談者のみなさまには心から感謝します。 



 

 

 

 

 今年の４月１日で、８９年間続いた「らい予防法」廃止３０年です。 

ハンセン病患者を「強制隔離」するという悪法です。 

 

１９４０年頃には薬で治り、人に感染しにくいことが明らかでした。１９６０年頃には患

者を隔離する国は日本だけ。在宅で、町のお医者さんが治療できる病にもかかわらず  

です。 

厚労省の「ハンセン病に関する意識調査」（２０２４・２５）で、「患

者や家族とは結婚したくない」「接触したくない」と３割近くが回答。

今なお差別が解消されていません。ハンセン病回復者や家族は厳

しい差別で家族関係を破壊され、暴かれることを恐れています。 

「らい予防法違憲国賠訴訟」や「家族訴訟」で、国は患者や家族

への「人生被害」を認めました。 

憲法違反の悪法が差別の根本的な原因です。しかし、この悪法の下で「無らい県運動」という官民一体と

なったハンセン病患者狩りが横行しました。患者を見つけては密告し、療養所に送り込むという差別に、市

民が直接加担しました。 

新型コロナ感染症での「自粛警察」を思い起こします。飲食店、病院関係者や学校の子どもたちを標的と

した、とんでもない差別がありました。 

１９９８年施行の「感染症予防法」は、「ハンセン病、後天的免疫不全症候群（エイズ）等の感染症患者に

対するいわれのない差別や偏見が存在した事実を重く受け止めこれを教訓として今後に生かす」とし「国及

び地方公共団体・国民の責務」を明記しています。隔離政策の誤りを踏まえて正しく取り組みが行われてお

れば、コロナ差別は起こらなかのではないでしょうか？ 

「らい予防法」廃止３０年にあたって、憲法違反の隔離政策と、市民が手を下した歴史を今一度振り返りま

しょう。 

誰もが差別されることなく、安心して豊かな人生を送れることこそ、私たちの望む社会なのです。       

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンセン病問題の

教訓から 

  

一字だけ違う漢字があります。 

  （答えは最終ページの下です。） 

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂逐遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂

桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃

桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃

桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃

桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃

桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃

桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃桃

桃桃桃桃桃桃桃挑桃桃桃



 

 

 

 

早いものでもう５月。昨年は米の値段の高騰で大変でしたが今年はガソリンの高騰

がつづいています。 

最近の世界の動きの中で「ナフサ」という言葉を初めて聞く人も多かったのではない

でしょうか。私もその一人です。そしてその「ナフサ」というものがどれほど人々の生活

に重要なものであるのかに気づかされました。身の回りだけでも、建物、家具、電化製

品、衣料、食器、容器、医療器具、乗り物、ライフライン等々すべてにプラスチックが使

われています。一言で言えば、飲食品以外ということです。          

そのプラスチックの原料が「ナフサ」という石油製品です。輸入してきた原油を石油に精製する過程で生ま

れるらしいです。その生成過程はいろんな行程をはさむため説明しきれませんが、現在の人々の生活は「ナ

フサ」なしにはできないということです。 

日本は重要な資源のほとんどを諸外国からの輸入に依存しています。だか

らこそ世界の国々、人々との平和や友好が最も重要なことになります。日本は

過去に石油の輸入を止められ、資源を求めてアジアの国々を侵略しました。

その反省の上に今の平和憲法があり、戦争放棄があるのです。 

ゴールデンウィーク中の５月３日はその憲法記念日。平和という意味を家族

や友人、回りの人たちと話し合ってみるのも意義があるのではないでしょうか。          

  

 

 

あなたはひとりじゃない！ ～ 一人で悩まないで ～    

あなたの身の周りに起きている心配ごと、困りごとをどうしていますか？たとえば子どものことや

家族のこと、仕事のことや将来の不安、DVなどがそうです。 

友達や家族、公的機関などに相談するのは良しとして「他の人に知られたくない」、「相談するところが解らな

い」などと考えてじっと我慢している方、いらっしゃいませんか？もしかすると解決する方法はあるかも。解決

とまではいかなくても一筋の光が見えるかもしれませんし、話すだけでも気持ちが楽になるかもしれません。

どうか一人で抱え込まないで欲しいというのが私たちのメッセージです。まず下記までお気軽にお電話くださ

い。また三宅町人権センター２階相談室で面接相談も行っていますのでご利用ください。（要予約） 

プライバシーは厳守いたします。安心してご連絡ください。 

 

      

 

 

 

 

 

 

答え：上から５行目の右から２列目「逐」です。 

三宅町人権相談窓口 

奈良県磯城郡三宅町屏風 250-21 三宅町人権センター内 

電話/Ｆａｘ 0745-42-2221  相談日 毎水曜日 （11時～16時） 

URL http://www.nponara.or.jp 

人権相談  

よもやま話  


